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3.3.8 ケース 8 平成 28 年度 給食センター建設事業（香川県高松市） 

【対象事業】 

香川県高松市の事例は、給食センターの建設事業を対象としている。なお、モデル事

業による支援は、基本設計の実施段階から開始した。 

 

 

 

【発注者の課題とモデル事業での解決策】 

発注者の課題に対してモデル事業では、以下の解決策を導き出した。 
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事業の特徴（サマリー） 
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多様な入札契約モデル事業の支援フロー 

 

 

 

発注者が想定していた課題の整理 
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発注者が想定していた課題の検証 

 

 

 

発注者が想定していた課題の検証【事業計画費と見積の推移】 

 

  



66 

 

課題解決に向けた入札契約方式の検討① 

 

 

 

課題解決に向けた入札契約方式の検討② 

 

  

事業実施パターン

設計段階での厨房機器
等費用の把握

厨房業者の⾒積を容易に取得可能なも
のの、実勢価格把握の工夫が必要 同左

基本協定に基づく随意契約による厨房
機器等の納入を前提とした厨房業者の
⾒積を取得可能

施設運用者（調理員
等）要望の設計への反
映

調理の⼿順に熟知している厨房業者の
協⼒が得られるものの、競争入札を前提
としており、技術協⼒の範囲が限られる

同左 調理の⼿順に熟知している厨房業者の
協⼒により、要望の早期確定・要望に合
致した設計が可能

厨房業者ノウハウの設計
への反映

効率的な機器配置等のノウハウを設計に
反映が可能なものの、技術協⼒を確実に
機能させる仕組みが必要

同左 効率的な機器配置等のノウハウを設計に
反映が可能、設計段階で機器仕様等の
詳細の確定が可能

注意すべき点
応募可能な設計事務所数が技術協⼒
可能な厨房業者数に限られる。入札後
に詳細の調整期間が必要

厨房業者が技術協⼒業務に応募する
インセンティブが不⾜。入札後に詳
細の調整期間が必要

契約⼿続きが煩雑になるとともに、機器
調達が随意契約となるため、コストコント
ロールの工夫が必要

●「事業計画費との乖離が⼤きい厨房機器代のコスト縮減」、「施設運⽤者の要望の実現」
に向け、厨房部分（給食センター機能部分）のノウハウを持つ厨房業者を公募型プロ
ポーザルで選定し、設計段階における技術協⼒を委託することを検討

支援
フロー

発注者による
事業推進

高松市
設計

事務所
厨房
業者

設計業務委託

設計JV

高松市 厨房
業者

機器調達

競争入札

高松市
設計

事務所

厨房
業者

設計業務委託

技術協⼒業務委託

技術
協⼒

高松市 厨房
業者

機器調達

競争入札

高松市
設計

事務所

厨房
業者

技術
協⼒

設計業務委託

技術協⼒業務委託

高松市 厨房
業者

機器調達

随契

優先交渉権者

公募資料作成⽀援入札契約方式の導入に
向けた発注条件の検討

課題解決に向けた入札契
約方式の検討

発注者が抱える課題
の正確な把握応募事業の概要確認

●厨房業者の効率的な機器配置等のノウハウを最⼤限活⽤するための⽅策として、厨房
業者が機器調達の優先交渉権者として、技術協⼒を実施する⽅法を検討

■課題に対応した全体の入札契約⽅式のスキーム

支援
フロー

発注者による
事業推進

＜厨房業者による技術協⼒＞
 厨房部分の合理化によるコスト縮⼩ ●厨房業者との協議により運用者の要望を早
期に確定・適確に反映 ●設計段階で確度の⾼い厨房機器等⾦額を把握

 設計段階で厨房機器等の詳細を確認・確定

＜CM等による基本設計に対するVE提案・厨房業者の選定支援＞
●本体・外構について基本設計に対するVE提案を外部委託し、基本設計の⾒直し・
実施設計に反映
●厨房業者の選定に関する発注者支援業務を外部委託し、発注者の体制を補完
※実施設計・施工モニタリングはCM等に委託せず発注者で対応

技術協⼒技術提案

基本協定+
技術協⼒業務委託契約

技術協⼒者
（優先交渉権者）

実施設計業務委託契約

高松市

基本設計 工事監理

工事(本体)

基本設計業務委託契約 工事監理業務委託契約
設計者 実施設計

発注者支援

厨房機器等納入
厨房業者

工事請負契約

⼯事監理者

売買契約

●仕様とコストとのバランスを取りたい
機能の充実とコストの兼ね合いを図る

●確度の⾼い⾦額を設計段階で把握したい
厨房機器等の厨房業者の⾒積を考慮して設計を進める

●施設運⽤者（調理員等）の要望を直接に収集・
厨房設計に反映したい
設計の体制の⾒直し

●スケジュールを厳守したい
実施設計完了後の設計変更（例 メーカー側の型番
変更・部品変更等の仕様変更）の低減、手戻りを避ける

【スキーム】

事業中断・中⽌時には技術協⼒
業務に対して清算が可能発注者主導の明確なプロセスにより

優先交渉権者を選定 厨房機器等納入の優先交渉権が
技術協⼒業務への動機付けになる

本体施⼯者

公募資料作成⽀援入札契約方式の導入に
向けた発注条件の検討

課題解決に向けた入札契
約方式の検討

発注者が抱える課題
の正確な把握応募事業の概要確認
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入札契約方式の導入に向けた発注条件の検討 

 

 

 

公募資料作成支援① 

 

  

発注者による
事業推進

支援
フロー

項目 ⾼松市の要望・条件 対応案
想定する
競争参加者

 厨房全体について⾼度な技術協⼒を⾏える者、確度の
⾼い厨房機器代を提示できる者が望ましい。

 代理店等では⾼度な技術提案が困難と考えられること
から厨房メーカーを対象とする。

参加資格
 充分な業務実績を求めたい。
 維持管理段階での迅速なメンテナンス体制を考慮した
い。

 学校給食センターについて業務実績を求める。
 市内代理店がメンテナンスに係る緊急対応を⾏うこと
を想定し、厨房メーカーと市内代理店のJVも認める。

技術提案項目

 発注者の抱える課題に対応した企画提案⼒を確認した
い。

 コスト管理能⼒を確認したい。

 発注者の抱える課題として「施設・設備の機能、運営
等に関するコンセプト」の他、「基本設計時の平面図
及び厨房機器等に対する合理化⽅針」「統⼀献⽴に対
する厨房機器等の提案及び⼆献⽴との⽐較」を求める。

 実施設計完了までのコスト管理⽅法の提案を求める。

厨房機器のコスト
コントロール方法

 基本設計に基づく概算⾒積で乖離幅の⼤きかった厨房
機器代について早期に確度の⾼い⾦額を把握したい。
⼀⽅で、価格の絶対値を優先交渉権者選定の基準とし
たり、選定時に拘束性を持たせることは技術提案交渉
⽅式の本来の主旨に合わない。

 公示段階では事業計画費に基づき厨房機器等+関連費
用を合算した参考事業規模を提示。

 プロポーザル時に参加者に厨房機器の⾒積を求める
（評価項目としない）。

 技術提案で付加価値を与えるための提案（例 防災対
策）を求め、評価項目に加える。

 基本協定書で契約時の契約上限額を設定する。
 技術協⼒業務として厨房機器代のコスト管理支援（例
コスト情報提供、VE提案）を求める。

厨房機器の据付・
設置工事の扱い

 建物の⼀部を形成しない厨房機器等の設置・据付で建
設業許可が必要な工事（500万円以上の工事）は発生
しない⾒込み（厨房機器等の詳細確定後に要確認）。

 建物の⼀部を形成する機器は建設業許可の必要性を考
慮し、優先交渉権者選定時の協議事項として、本体工
事範囲に含めることを検討する。

●検討結果を踏まえた技術協⼒業務の公募資料（案）を作成
●この案に基づき、厨房業者の選定を開始することを検討中

公募資料作成⽀援入札契約方式の導入に
向けた発注条件の検討

課題解決に向けた入札契
約方式の検討

発注者が抱える課題
の正確な把握応募事業の概要確認
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公募資料作成支援② 

 

 

 

今後のスケジュール 

 

  

発注者による
事業推進

支援
フロー

項目 ⾼松市の要望・必要条件 対応案

想定する競争参加者

●スケジュール短縮のためVE提案及び厨房
業者の選定支援をまとめて委託する。
●VE提案可能な組織として建築士事務所等、
選定支援可能な組織としてコンストラクショ
ンマネジメント事業者等。

●設計者、コンストラクションマネジ
メント事業者等。

参加資格

●国⼟交通省H13年の通達「建築設計VEの
実施について」では社会的に信頼され得る⼀
定⽔準以上の技術⼒を有する技術者としてい
る。
●厨房業者の選定支援について特に規定はな
いが、発注者支援業務として事業者選定の実
績が必要と考えられる。

●VEの業務実績。
●事業者選定の業務実績。
●「⼀定⽔準以上の技術⼒」の指標と
して⼀級建築士の資格等。

技術提案項目
●VE提案能⼒を確認するためには具体的な
VE提案を求めたいが、競争参加者に過度の
負担を強いる可能性がある。

●VEの実施⽅針。
●厨房業者選定の支援⽅針。

VE提案の採否

●すでに基本設計が完了しており、VE提案
を基本設計⾒直し及び実施設計に反映するこ
とが必要なため、⾼松市及び設計者がVE提
案の採否を技術的に判断することが必要。

●VE提案の採否決定時期までに基本設
計⾒直し・実施設計業務の委託契約を
締結し、発注者・設計者・発注者支援
者（VE提案者）で協議を⾏う。

■参加要件（VE提案）
 ⼀定⽔準以上の技術⼒の指標として1級建
築士及び建築設備士の資格を想定。給食セ
ンターという特性（防虫防鼠・衛生面の考
慮が必要）から建築物環境衛生管理技術者
の資格をその他資格として想定

 広く競争参加者を募るため、1級建築士事
務所登録を参加要件とし、管理技術者とし
て1級建築士の配置を求める

■選定方法
 国⼟交通省の通達ではVE業務の委託業者
をプロポーザル⽅式で選定することを想定
している

 スケジュールに余裕がないことと発注者の
事務作業量の増加を考慮し、VE提案業務
と厨房業者の選定支援業務を⼀括して発注
する

【厨房業者の選定支援の主な業務内容】(案)
■選考委員会設置段階：発注者（庁内）体制の構築・メンバー招集補助
■選考委員会議決段階：競争参加資格要件の決定・選定基準の決定・公募の補助、技術提案書評価（案）の作成補助

ヒアリング及び評価・優先交渉権者の選定補助、交渉・契約補助
■共通：マスタースケジュールの更新、定例会議出席

●建物本体部分については、コスト縮減のための⼯夫が限られていることから発注者で実施
することが困難な「基本設計に対するVE提案」「厨房業者選定支援」に限り外部委託する
ことを検討

公募資料作成⽀援入札契約方式の導入に
向けた発注条件の検討

課題解決に向けた入札契
約方式の検討

発注者が抱える課題
の正確な把握応募事業の概要確認

年度

暦年

月

H28（2016）年

1 3 32 512 2 38 10

変更後ス
ケジュー

ル

8 9 10 11 12 1 2 3 42 311

当初スケ
ジュール

時間
軸

H28（2016）年度 H29（2017）年度

2 612

H29（2017）年

121 8 9 10 11

H30（2018）年

49 10 544 5 6 7 8 5 6 76 717

H31（2019）年度

H31（2019）年

119 1 4

H30（2018）年度

5

工事施工（18ヶ月）（造成工事含む）基本設計 実施設計

基本設計

本体工事（13ヶ月）

実施設計
計画

通知

造成工事

交渉

基本設計VE

工事監理

調理員訓練

調理員訓練

厨房機器等設置

厨房業者

選定支援

基本設計

見直し

厨房業者技術協力

支援のポイント

事業に関する情報の整理

➀事業の性格把握

②地域の実情把握

厨房業者優先交渉権者選定

入札関係書類の作成支援

最適な入札契約方式検討

➀技術保有者の検討

②最適な事業実施体制の検討

③最適な事業スキームの検討

発注者による
事業推進

支援
フロー

■事業⼯程（当初スケジュール及び変更後スケジュール）(案)

① 設計段階で厨房業者による技術協⼒を導⼊
② 本体工事のコスト縮減のため、基本設計に対するVE提案・基本設計修正期間を追加
⇒事業費予算オーバーに伴う工程遅延を極⼒回避し、開業へ向けた再スケジュールを構築

①

②

■変更後スケジュールのポイント

モデル事業
支援業務

入札契約方式の導入に
向けた発注条件の検討

課題解決に向けた入札契
約方式の検討

発注者が抱える課題
の正確な把握応募事業の概要確認 公募資料作成⽀援
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3.3.9 ケース 9 平成 28 年度 市民ホール整備事業（神奈川県小田原市） 

【対象事業】 

神奈川県小田原市の事例は、市民ホール建設事業を対象としている。なお、モデル

事業による支援は、工事の入札が不落に終わり既往実施設計の破棄及び設計・施工一

括発注方式の採用を公表した段階で開始した。 

 

 

【発注者の課題とモデル事業での解決策】 

発注者の課題に対してモデル事業では、以下の解決策を導き出した。 

 

 

【その他特記事項】 

 事業費内での契約を確実にするため、優先交渉権者選定時に見積価格を評価する。

ただし、基本設計実施前の見積りとなるため絶対価格の評価をせず、提案価格の実

現の確実性を評価することとした。 

 実施設計の途中段階で価格交渉と工事契約を行い、可能な限り早期に工事費を確

定することとした。 

 

 

市民ホール整備事業 
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事業の特徴（サマリー） 
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多様な入札契約モデル事業の支援フロー 

 

 

 

これまでの経緯の整理① 

 

  

H27.09〜 意⾒交換会・サウンディング型市場調査・市⺠説明会・意⾒募集等を開催
H27.11 今後の⽅針を公表（実施設計にとらわれない自由な発想による事業提案 ※ を軸に、整備の可能性を探っていく）
H28.06 整備の推進を公表（平成31年度までの建設工事着⼿を念頭に、整備の推進を公表）
H28.09 再調達において実施設計の図書を使⽤しない旨を表明
H28.11 事業予算・整備内容・事業提案⽅式による事業の実施を公表

H20.06 事業⾒直し
（現計画以前の「（仮称）城下町ホール」（設計：(株)山本理顕設計工場）は、市⻑交代により事業⾒直し）

H24.04 現計画の基本計画を作成
H25.03 設計者選定（プロポにより、(株)新居千秋都市建築設計を設計者として選定）
H26.03 基本設計完了（計4回の基本部会に計111名の市⺠が参加）
H27.05 実施設計完了
H27.07 不落（1社応札 予定価格73億円＜入札⾦額94億円）

※小田原市では、「事業提案」としているが、内容的には設計・施工一括方式を想定している。

■事業の経緯

事業再開に向けた
課題の整理これまでの経緯の整理応募事業の概要確認 発注者による事業推進支援フロー

これまでの経緯を
踏まえた課題の
解決策の検討

事業実施上の課題の
解決策の検討

発注者体制の課題の
解決策の検討
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これまでの経緯の整理② 

 

 

 

事業の再開に向けた課題の整理 

 

  

■小田原市による事業⽅式の検討
（H27.11.28 市⺠説明会より）

入札不調の原因の一つが実施設計のデザインにあると指摘する声もあり、整備の確実性が高く、予算内で、基本計画をベースとした市⺠要望を最⼤限反
映していくために、実施設計にとらわれない自由な発想による事業提案（※） を軸に整備方針を検討。
※小田原市では、「事業提案」としているが、内容的には設計・施工一括方式を想定している。

検討案 小田原市の考え 判断

延 期 市⺠意⾒、市⺠会館の現状、市⺠会館に多額の改修費を要する（21.3億円）こと等から選択することは出来ない。 ×

設計⾒直 予算内で整備することは不可能である。 ×

分割工事
⼤小ホール

の分割

① 早期整備の可能性はあるが、依然として不調不落のリスクがある。
② 後年、小ホールを整備すれば、さらに多額の建設費を要することになる。
③ 市⺠の利用率が高い小ホールを整備しないことは、市⺠要望と⼤きくかけ離れる。

△

事業提案
（DB方式）

① 提案の条件（要求水準）を作成する必要はあるが、その作成に基本計画をベースに取り組めば、整備の遅れを最小限に
抑えることが出来る。

② ⺠間事業者から前向きな意向が⽰されており、入札不調のリスクも無い。さらに、設計料を含めて予算内で整備を⾏うこと
で、財政的な負担も一番少なくすることが出来る。

③ 実施設計にとらわれずに諸施設の配置や機能を検討することで、小ホールを含めた整備を追求することが出来る。

○

設計・施工一括方式での事業実施の検討を開始

事業再開に向けた
課題の整理これまでの経緯の整理応募事業の概要確認 発注者による事業推進支援フロー

これまでの経緯を
踏まえた課題の
解決策の検討

事業実施上の課題の
解決策の検討

発注者体制の課題の
解決策の検討

② 事業実施上の課題

＜課題4＞
 タイトなスケジュールでの確実な事業実施
・ 平成31年度内の着工
※小田原市として意思決定済

・ 早期の工事請負契約締結
・ 平成32年度内竣工
・ 不調不落による事業の遅延防⽌

＜課題5＞
 新事業費内での確実な事業の実施
・ 事業の進捗とコスト乖離の防⽌
・ 事業プロセスの整理

●事業の再開にあたり課題となる３つのポイント（7項目）を整理

上記課題を解決する入札契約⽅式の⼯夫の検討、発注与件を整理する必要がある。

① これまでの経緯を踏まえた課題

＜課題1＞
 新事業費での施設規模・機能の設定

・ 財政的な事情・補助⾦の⾒込み
⇒新事業費 63億円 に減額

＜課題２＞
 設計・施⼯一括⽅式の⼯夫

※設計・施工一括方式は小田原市にお
いて意思決定済み

• これまでの基本計画をベースに要求水
準を作成し対応する必要

＜課題３＞
 設計・施⼯体制の確⽴と参加者の確保

• 品質の確保を図りつつ、事業を確実に実
施できる体制の検討

• ネガティブ情報（２度の事業中断、入
札不調、既往設計の破棄）の払拭と本
事業への参加者の確保

③発注者体制の課題

＜課題6＞
 事業推進に対するノウハウ不⾜
・ 新事業費に⾒合う要求水準の作成
・ 事業スケジュール及びコスト管理

＜課題7＞
 設計・施⼯者選定に対するノウハウ不⾜
・ 評価体制の構築
・ 評価項目の設定

事業再開に向けた
課題の整理これまでの経緯の整理応募事業の概要確認 発注者による事業推進支援フロー

これまでの経緯を
踏まえた課題の
解決策の検討

事業実施上の課題の
解決策の検討

発注者体制の課題の
解決策の検討
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課題１ 事業費での施設規模・機能の設定 

 

 

 

課題２ 設計・施工一括方式の工夫 

 

関与者 準備 施　　⼯ 留意事項 検討結果

予定価格作成のために、
設計者選定と概略設計が必要となり、
事業スケジュールの遅延と発注者作業負担が
発生する。

予定価格作成のために、
優先交渉権者提案の
図面化の期間と⼿間が必要となり、
事業スケジュールの遅延と
発注者及び優先交渉権者作業負担が
発生する。

なお、発注者の交渉能⼒についてはCMによる発注者体制
の補完により対応できる。

予定価格の作成は、
優先交渉権者の実施設計完了後となり、
事業スケジュールの遅延と発注者作業負担が
発生しない。

発注者の技術的判断や価格交渉能⼒についてはCMによる
発注者体制の補完により対応できる。

設
計
交
渉
・
施
工
タ
イ
プ

技
術
提
案
・
交
渉
方
式

分類

①早期に工事費・工期を確定できる。

②実施設計図が無い中での予定価格の
　　作成方法・作成期間の検討が必要となる。

③不落による事業遅延リスクがある。

①早期に工事費・工期の確認ができる。
　　ただし、拘束⼒はない。

②実施設計図が無い中での予定価格の
　　作成方法・作成期間の検討が必要となる。

③不落による事業遅延リスクを低減できるが、
　　比較的短い時間で設計と施工を一括で
　　契約するための交渉能⼒が必要となる。

①早期に工事費・工期の確認ができる。
　　ただし、拘束⼒はない。

②予定価格の作成・⾒積合せにあたり、
　　価格交渉能⼒が必要となる。

③不落による事業遅延リスクを低減できるが、
　　優先交渉権者が実施する設計に対する
　　的確な判断や指⽰を⾏う能⼒が発注者側
　　に必要となる。

設　　計

一
般
競
争
入
札

設
計
・
施
工
一
括
契
約

設
計
・
施
工
一
括
タ
イ
プ

事業推進・事業判断

実施設計 施 工プロポーザル
技術提案

価格等の
交渉

実施設計 施 工

事業推進・事業判断

▼設計・施工一括契約

事業推進・事業判断

実施設計 施 工

▼工事請負契約

総合評価
方式

基本設計

設計施工者
選定

価格等の
交渉

▼設計・施工一括契約

基本設計

基本設計

▼優先交渉権者決定

発注者

設計者

設計者

設計者

施工者

施工者

施工者 プロポーザル
技術提案

予定価格の作成
⾒積合せ

概略設計

予定価格
の作成

設計施工者
選定

設計施工者
選定

発注者

発注者

優先交渉権者決定
基本協定（目標工事費合意）

▼設計業務委託契約

要求水準
の作成

要求水準
の作成

要求水準
の作成

価格等の
交渉

予定価格の作成
⾒積合せ

価格等の
交渉

⾒積合せ

⾒積合せ

●小田原市の⽅針を踏まえ、設計・施⼯一括⽅式のパターンについて効果・課題を検討

技術提案・交渉⽅式（設計交渉・施⼯タイプ）を中心とした入札契約⽅式の改善を検討

事業再開に向けた
課題の整理これまでの経緯の整理応募事業の概要確認 発注者による事業推進支援フロー

これまでの経緯を
踏まえた課題の
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事業実施上の課題の
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発注者体制の課題の
解決策の検討
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課題３ 設計・施工体制の確立と参加者の確保 

 

 

 

課題４・５ タイトなスケジュールと事業費内での事業の実施① 

 

 

●本事業への参加の間口を広げ、品質確保と事業を確実に実施できる体制の検討

① 設計者の視点や発注者のチェック機能を補完するため、劇場・音楽堂等の専門家（整備推進委
員会）等を導入

② 「設計者・施⼯者ＪＶ」の参加を基本とし、品質の確保とともに、本事業への参加の間口拡⼤

単体企業で事業全体を実施。
単体企業が事業全体責任を負う。

①設計と施工（製作も含む。）を一元化することにより、施工者のノウハウを反映した現場条件
　　に適した設計、施工者の固有技術を活用した合理的な設計が可能となる。
②設計時より施工を⾒据えた品質管理が可能となるとともに、施工者の得意とする技術の
　　活用により、より優れた品質の確保につながる技術導入の促進が期待される。

①公共建築設計実績の無い施工者が参加できない。
②設計と施工を分離して発注した場合と比べて、設計者の視点や発注者に
　　おけるチェック機能が働きにくく、施工者の視点に偏った設計となる
　　可能性がある。

単体企業（施⼯者）のみ

①設計段階から設計者に加えて施工者も参画することから、種々の代替案や施工性等の
　　観点からの提案の検討が可能となる。
②設計者による設計に対して、施工者が施工計画の検討を⾏うことから、施工段階の
　　設計変更発生リスクの減少が期待できる。

設計施⼯体制 共同企業体
乙型JV（分担実施⽅式 ）

概　　要
各構成員が各業務を分担して実施。

各構成員は、共同企業体が負担する債務の履⾏に関して、連帯して責任を負う。

メリット

※上記は設計者・施工者JVの参考パターン

留意事項

①JV内で、設計者と施工者の意⾒集約に時間を要する場合がある。
②JV構成によっては、設計と施工を分離して発注した場合と比べて、設計者の視点や発注者に
　　おけるチェック機能が働きにくく、施工者の視点に偏った設計となる可能性がある。

パターン

設計

建
築

構
造

電
気

機
械

施工者

施工

建
築

構
造

電
気

機
械

設計

建
築

構
造

電
気

機
械

施工者

施工

建
築

構
造

電
気

機
械

設計者

設計

建
築

構
造

電
気

機
械

施工者

施工

建
築

構
造

電
気

機
械

設計者
１

設計者
2

設計

建
築

構
造

電
気

機
械

施工者

施工

建
築

構
造

電
気

機
械

設計
者

事業再開に向けた
課題の整理これまでの経緯の整理応募事業の概要確認 発注者による事業推進支援フロー

これまでの経緯を
踏まえた課題の
解決策の検討

事業実施上の課題の
解決策の検討

発注者体制の課題の
解決策の検討

●事業を確実に遂⾏するための「事業スケジュール」と「コスト管理」のポイントを検討

■ポイント1
・ 十分な技術提案作成期間を確保。
・ 競争参加者の提案検討が深度化する前に技術対話を⾏い、計画コンセプト・デザイ

ンイメージの一部の改善や不備を解決し、競争参加者に提案内容の改善の機会を
与える。 （品確法第17 条）
改善案の評価は提案審査で⾏う。

【メリット】
① 品質・コスト・スケジュール提案の確度を上げ、設計段階でのスケジュール遅延・コス

ト乖離を防⽌する。
② 提案の確度を上げることにより、課題の早期に共有し、設計手戻りやコスト乖離を

防⽌する。（フロントローディング手法の応⽤）

■ポイント２
・ 実施設計を分割し、実施設計の途中段階で、価格交渉を⾏い、以降、実施設計・

施⼯一括契約とする。
実施設計１：予定価格作成のための積算図⾯の作成を先⾏
実施設計２：価格に影響しない施⼯のための詳細図作成

【メリット】
① 実施設計完了後の価格交渉不成⽴リスクの低減・スケジュール遅延の防⽌

→価格交渉段階で採⽤するVE提案を実施設計２で取り込む
② 実施設計2期間での早期⼯事着手（先⾏発注・準備⼯事）による事業スケジュー

ルの前倒し（設計・施⼯⽅式のメリットの活⽤）

スケジュール

工程条件

⼯期短縮

H29年度
（2017）

H30年度
（2018）

H31年度
（2019）

H32年度
（2020）

H33年度
（2021）

技術提案 提案
審査 基本設計 実施設計 価格

交渉 施 工協定準備

技術
提案 基本設計

施 工

協定準備

確認
申請

技
術
対
話

技術
提案

実施設計
１

実施設計
2

価格
交渉

提案
審査

H31年度内着工▶ H32年度内竣工▶消費税増税指定日▶

公告
▼ ▼優先交渉権者選定

▼基本協定・設計業務委託契約
▼⾒積合せ→工事請負契約

▼⾒積合せ→工事請負契約

当初想定
スケジュール

検討
スケジュール

十分な提案期間の確保

技術対話による提案の改善

課題の早期共有 設計⼿戻り・コスト乖離の防⽌

早期着工による事業スケジュール短縮

ポイント１ ポイント２

事業再開に向けた
課題の整理これまでの経緯の整理応募事業の概要確認 発注者による事業推進支援フロー

これまでの経緯を
踏まえた課題の
解決策の検討

事業実施上の課題の
解決策の検討

発注者体制の課題の
解決策の検討
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課題４・５ タイトなスケジュールと事業費内での事業の実施② 

 

 

 

課題６・７ 発注者体制の検討 

 

  

●事業を確実に遂⾏するための「事業スケジュール」と「事業プロセス」の検討

計画
コンセプト
提案作成

基本計画
コスト検討
提案作成

1次審査
資格審査
技術対話

２次審査
ヒアリング 協定条件確認 基本設計 実施設計

１
価格等交渉
⾒積合せ

実施設計２
施 ⼯

H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

公告
▼

1次審査結果通知
▼

優先交渉権者特定・公表
▼

基本協定・設計業務委託契約
▼

実施設計・施工契約
▼

竣工
▼

【1次審査】（案）

＜参加資格審査＞
■設計実績
■施工実績
■事業体制表／JV構成書
■要員資格

管理技術者 ：設計者or施工者
選択可

設計責任者 ：設計者
施工責任者 ：施工者
工事費責任者：施工者

＜技術対話＞
計画コンセプト・デザインイメージの一部
の改善や不備を解決し、競争参加者
に提案内容の改善の機会を与える。
改善案の評価は2次審査で⾏う。
あわせて事業費参考額以内の提案か
確認し、コスト管理を⾏う。

【2次審査・選定】 妥当性・実現性評価（案）

■評価・配点（合計***点）
１．業務計画 人を選ぶ ：配点***点
２．計画・デザイン 案を選ぶ ：配点***点
３．参考⾒積 事業性を選ぶ : 配点***点

■評価ポイント
１．業務計画

実績・受賞歴、設計体制、実施方法やプロ
ジェクトに対する考え方、全体工程・工程短
縮等を評価

２．計画・デザイン
計画・デザイン性を評価

３．参考⾒積
概算工事費内訳により妥当性・実現性を
評価

【協定条件確認】

■契約の条件整理
■コスト：上記に基づく、目標工

事⾦額の合意
■工 程：事業工程の合意
■参考⾒積額が事業費参考額を

上回る場合は、事業費参考額を
下回る具体策と削減額を合意。
合意できない場合は、次順位者
協議に移⾏

【⼯事請負契約締結】

■実施設計図に基づく積算
小田原市 ：官積算
設計施工者：⺠間積算

■価格協議
官積算と⺠間積算に基づく価格協議

■予定価格の作成
価格協議に基づき、官積算を修正し、
予定価格とする

■⾒積合せ→随意契約による工事請負契約

【設計期間中レビュー】

■設計レビュー
設計内容の確認、技術的検証

■コストレビュー
設計・施工者提案の内訳明細書
を発注者と設計・施工者のコスト
管理ツールとして共有
目標工事との乖離具合を常にモニ
タリング

■VE・CD検討
■市⺠への情報公開・参加方法

次順位者 次順位者

参加者 参加者 設計・施⼯者（優先交渉権者） 補助⾦リミット：H32年度内竣工消費税増税指定日：H30.4
H30年度内工事着⼿

※コスト管理・スケジュール管理関連項目は⻘字表記
※技術対話・審査は建築家・学識経験者にて構成される整備推進委員会にて実施

※参考⾒積評価について
2次審査では、参考⾒積内訳書の内容及び算出根拠に
より妥当性を審査し、計画案とコストの整合性・妥当性を
評価し、コスト管理を⾏う。
□参考⾒積内訳書の妥当性評価（案）

配点：全体の***%
評価基準：計画案とコストの妥当性
評価方法：配点 ｘ 係数 ＝ 得点

評 価 係数
A 特に優れている ***
B 優れている ***
C 普通である ***
D 劣る ***

E ・妥当性のある根拠を確認できない
・事業費参考額を上回る ***

小田原市で検討中

事業再開に向けた
課題の整理これまでの経緯の整理応募事業の概要確認 発注者による事業推進支援フロー

これまでの経緯を
踏まえた課題の
解決策の検討

事業実施上の課題の
解決策の検討

発注者体制の課題の
解決策の検討

●事業実施に向けた発注者体制・役割分担を検討
⇒平成29年度以降の市による円滑な事業推進に向けたスケジュールを構築

◆事業全体のコーディネート ◆整備推進委員会メンバーの選定⽀援

小田原市

コーディネーター【東北⼤学⼤学院 小野田教授】

◆設計・施工者選定方法についての確認 ◆設計施工者選定（技術提案書等の評価）◆設計内容の確認・助言
※各フェーズに応じて、劇場・音楽堂等の施設設計/舞台設備/管理・運営/都市計画・景観及び、文化政策・アートマネジメント等の専門家により構成、

プロポーザル参加者

市 ⺠

設計・施⼯者

整備推進委員会（建築家・学識経験者で構成）

計画
コンセプト
提案作成

基本計画
コスト検討
提案作成

1次審査
資格審査
技術対話

２次審査
ヒアリング 協定条件確認 基本設計 実施設計

１
価格等交渉
⾒積合せ

実施設計２
施 ⼯

H29年度 H30年度 H31年度 H32年度

公告
▼

1次審査結果通知
▼

優先交渉権者特定・公表
▼

基本協定・設計業務委託契約
▼

実施設計・施工契約
▼

竣工
▼

事業再開に向けた
課題の整理これまでの経緯の整理応募事業の概要確認 発注者による事業推進支援フロー

これまでの経緯を
踏まえた課題の
解決策の検討

事業実施上の課題の
解決策の検討

発注者体制の課題の
解決策の検討

事業運営支援者（事業の進捗に合わせて小田原市にて別途検討）
◆事業運営⽀援（スケジュール管理・コスト管理・技術的アドバイス 等）
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3.3.10 ケース 10 平成 26 年度 除雪事業（秋田県大仙市） 

【事業内容】 

市管理道路の除雪事業 

延べ延長：3,204ｋm 8 地域 

 

【事業の抱える課題】 

担い手の固定化、技術継承、 

サービス水準の維持、市の体制不足、企業の経営負担 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

除雪業務の現状と課題 

 

 

 

  

工事特性
・大仙市では除雪業務が冬期の主要な公共事業であり、建設会社に加えて、個人や任意団体も活

用した除雪体制（人員・機械）を確保

発注者の状況 ・現場職員の退職・不補充により現地確認、対応の体制不足に懸念

事業者の状況
・降雪期前に契約した延べ70組織（共同事業体、会社、個人、任意団体）に対象路線を割り当て

○大仙市では除雪業務が冬季の主要な公共事業であり、建設会社に加えて、個人や
任意団体も活用して除雪体制（人員・機械）を確保。
事業区分：業務委託
発 注 先：共同事業体、会社、個人、任意団体に区間別に個別発注（全66組織）

発注方式：特命随意契約（過年度の除雪業務実績により特命）

除雪機械：官保有除雪機械の貸与と受託者保有機械が混在
道路状況：街路を中心に幹線を含めて面的に広がる道路を除雪（延長1,783km ）

体制固定：路線・区間ごとに受注者が固定化しており、人員・機械に流動性なし
技術継承：オペレーター個人に蓄積された除雪ノウハウの継承が急務
確 実 性：現在のサービスレベルに対して実施体制に余裕がなく、オペレーター

の急病や機械故障などによる未除雪区間が出ない仕組みが必要
市の体制：現場職員の退職・不補充により現地確認、対応の体制不足に懸念
経営負担：多雪時にも対応可能な除雪体制を整えておく必要があるため、保有技

術者の他工事への活用が困難
⇒少雪時には収入減と人件費等の固定的経費支出で負担が増加
⇒国・県等の一般工事受注機会取込みによるリスク分散ができない
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事業の特徴（サマリー） 
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課題解決に向けた事業スキームと解決に向けた提案 

 

 

上記のスキームを実現するため、提案した解決策を以下に示す。 

  

属人化した除雪ノウハウの継承とバックアップ体制,持続体制の確保

降雪量に左右される会社経営からの脱却

共同事業体内の人材,機械の柔軟な活用により、除雪作業全体の効率化,負担軽減を促進

新たな人材育成支援（個人→個人へ） 共同受注化（個人→複数人へ）

複数年契約化

一括発注化

共同受注化

冬季一般工事の工程調整

取組み：

除雪作業基準（除雪完了期限、区間）を作成し、除雪作業の最適化、官民双方の負
担軽減

GPS除雪情報システム等による分析

行政としての経営判断（除雪計画の改革）

居住状況、冬季の道路利用状況を勘案し、必要となる除雪作業
量等の検討に必要な情報整理方法を提案

取組み：

取組み：

取組み：
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提案された解決策に基づく取り組み状況 

 

把握された効果と課題 

 

  

取り組みの方向性 期待される効果 取り組みの状況
Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

契約
方法

受託体制

（人・機械）
単体受注 共同受注

 オペや機械の安定化

 ＪＶ化による監督業務の負担軽減
２地域でJV化 ３地域でJV化 全地域でJV化

業務内容 除雪のみ
除雪+

冬期維持
 降雪量の変動リスクに対する安定化 －

１地域で冬期
維持と一括化

１地域で冬期
維持と一括化

 冬期維持は月2回のパトロールと
簡易補修（簡易合材は現物支給）

契約期間 単年契約
複数年

契約

 受注の安定化

⇒除雪に要する人・機械の確保
－ － －

 事業者に失注の危機感が無く、

複数年契約によるメリットを不理解

支払方法
時間単価
精算

距離単価
精算

 除雪作業の効率化・ムダの削減 － － －
 Ｈ26・Ｈ27は少雪であり、引き続き分

析用ＧＰＳデータの蓄積が必要

企業

選定
発注方式 特命随契

プロポーザ

ル方式

 提案による除雪作業の高度化

 競争性の確保
－ －

全地域で

プロポーザル
 Ｈ28年6月に公告予定

競争性の確保による事業者の意識改善


